
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人手不足倒産」過去最多ペースで増加 

帝国データバンクが、2024 年上半期における「人

手不足倒産」の件数を公表しました。2023 年上半期

の 110件を大きく上回る 182件もの「人手不足倒産」

が発生しており、過去最多ペースで推移しています。 

※「人手不足倒産」とは、法的整理（倒産）となっ

た企業のうち、従業員の離職や採用難等により人手

を確保できなかったことが要因となった倒産のこと

をいいます。 

 

◆倒産件数の８割が「従業員 10人未満」 

2024 年上半期における「人手不足倒産」182 件の

うち、「従業員 10人未満」の小規模事業者の割合は

８割を占めています。厚生労働省の労働力調査（2024

年５月）によれば、就業者数は 22カ月連続で増加し

ており、人手不足感は落ち着きつつあるものの、１

人の退職者が与えるダメージが大きい小規模事業者

では、依然として「人手不足倒産」に追い込まれる

可能性は高いと予測されています。 

 

◆「2024年問題」の影響も 

物流業や建設業においては、働き方改革関連法に

よる時間外労働の上限規制が 2024 年４月から適用

されたことによる人手不足（いわゆる「2024年問題」）

の影響があり、倒産件数は、建設業で 53件、物流業

で 27件となっており、どちらも年上半期としては過

去最多でした。特に物流業では、時間外労働上限規

制や改善基準告示が改正されたことにより、2023 年

上半期の 15件と比較してほぼ倍増となっています。 

１人が退職すると、残された社員でその穴を埋める

こととなり、負荷に耐えきれずドミノ倒し型に退職

が連鎖するケースも多いようです。採用の強化や、

労働条件の改善による離職防止など、自社にあった

人手不足対策を検討しましょう。 
【帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2024年上半期）」】 

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p240703.pdf 
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企業のカスタマーハラスメント対策 

顧客が企業やその従業員に対して行う不当な要求

や迷惑行為（カスハラ）は、業務への支障はもちろ

ん、従業員のパフォーマンスや健康状態等にも影響

するため、対策が必要です。厚生労働省・あかるい

職場応援団の「職場におけるハラスメント対策（カ

スタマーハラスメント対策）」の研修動画資料（令

和６年６月 11日改訂）が参考となるので、以下で紹

介します。 

 

◆カスハラに該当する行為、判断基準、対応例 

この資料では、具体的な該当行為として、①長時

間拘束型、②リピート型、③暴言型、④暴力型、⑤

威嚇・脅迫型、⑥権威型、⑦店舗外拘束型、⑧ＳＮ

Ｓ／インターネット上での誹謗中傷型、⑨セクシュ

アルハラスメント型の９つが挙げられており、それ

ぞれ、「該当行為例」「判断基準例」「対応方針・

対応例」「該当する可能性のある刑法犯」について

示されています。 

例えば、長時間拘束型については、「居座り、長

時間の電話など、顧客が正当な理由なく長時間従業

員を拘束する」（該当行為例）、「商品・サービス

に問題がない場合、約 30分を目途に判断する」など

（判断基準例）、「上位者に代わる（電話応対時、

来店時）」など（対応方針・対応例）、「監禁罪刑

法 220 条（３年以上７年以下の懲役）・一定の場所

から移動の自由を奪う行為」など（該当する可能性

のある刑法犯）としています。 

 

◆カスハラ対策の基本的な枠組み（事前準備・事後

対応） 

ハラスメント行為を想定した事前準備として、事

業主の基本方針・基本姿勢の明確化→従業員への周

知・啓発→従業員（被害者）のための相談対応体制

の整備→対応方法、手順の策定→社内対応ルールの

従業員等への教育・研修を行う、としています。 

また、ハラスメント行為が実際に起こった際の対

応として、事実関係の正確な確認と事案への対応→

従業員への配慮の措置→再発防止のための取組み

→前記までの措置と併せて、プライバシー保護や不

利益取扱いされないことなどの措置を講じる、とし

ています。 
【厚生労働省・あかるい職場応援団「職場におけるハラスメ

ント対策（カスタマーハラスメント対策）」】 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/kensyu_2023/

3_custmer_hara.pdf 

 

８月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

 

13 日 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降

に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

 

９月１日 

○個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局または銀

行］ 

○個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２期分

＞［郵便局または銀行］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 
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